
旅客営業規則（昭和 62年４月西日本旅客鉄道株式会社公告第３号）の一部を次のように改正し、2024年５月 22

日乗車となるものから施行します。 

2024年４月 10日 

西日本旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

長谷川 一明 

 

現行 改正 

（前略） 

別表第２号 ツ             【第125条(東海道・山陽）】 

  新幹線指定席特急料金 

(内容別紙１) 

 

（中略） 

 

別表第２号 ネ             【第125条（のぞみ号等）】 

  新幹線指定席特急料金 

（内容別紙３） 

 

（以下略） 

 

（前略） 

別表第２号 ツ             【第125条(東海道・山陽）】 

  新幹線指定席特急料金 

(内容別紙２) 

 

（中略） 

 

別表第２号 ネ             【第125条（のぞみ号等）】 

  新幹線指定席特急料金 

（内容別紙４） 

 

（以下略） 

 

 

  



別紙１ 

別表第２号 ツ                         【第125条（東海道・山陽）】 

  新幹線指定席特急料金 

 

別紙２ 

別表第２号 ツ                          【125条（東海道・山陽）】  

新幹線指定席特急料金 

 

(注）Ｓ ＷｏｒｋＰシートに対しては上記金額に 1,200 円を加算した額を新幹線指定席特急料金として適用する。 

 



別紙３ 

別表第２号 ネ                         【第125条（のぞみ号等）】 

  新幹線指定席特急料金 

 

別紙４ 

別表第２号 ネ                         【第125条（のぞみ号等）】 

  新幹線指定席特急料金 

 

(注）Ｓ ＷｏｒｋＰシートに対しては上記金額に 1,200 円を加算した額を新幹線指定席特急料金として適用する。 

 


